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社会福祉法人清徳会 清徳会ケアセンター 

通所介護 重要事項説明書 
〔令和 6年 6月 1日 改正〕 

 

社会福祉法人清徳会の営む清徳会ケアセンター（以下、「事業者」といいます。）が提供する

指定通所介護サービス（以下、「サービス」といいます）の提供の開始にあたり、サービス 

提供に関する法令、事業所所在地自治体の定める条例等の規程に基づき、契約締結に際して、 

当事業者があなた（以下、「利用者」といいます）に説明すべき事項は次のとおりです。 

契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたしますので、わからない 

こと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

１．指定通所介護を提供する事業者について 

事業者名称 社会福祉法人 清徳会 

主たる事務所の所在地 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 

代表者役職・氏名 理事長  松井 比呂美 

電話番号 ０３－３７９４－５５７７ 

ＦＡＸ番号 ０３－３７９４－０８６８ 

 

２．利用者に対してのサービスを実施する事業所について 

（１）事業所の名称及び所在地 

利用事業所の名称 清徳会ケアセンター 

事業所の種類 

介護保険指定事業所番号 

指定通所介護（通常規模型） 

東京都 １３７１０００５３８号 

所在地 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 

電話番号 ０３－３７９４－５６６２ 

ＦＡＸ番号 ０３－３７９４－０８６８ 

担当・対応時間 管理者 曽根公爾 ・ ８:３０～１７:３０ 

利用定員 ３０名 

サービス提供地域 目黒区と近郊（品川区、大田区、世田谷区の一部） 

開設年月日 昭和６０年４月１日 

 

（２）事業の目的と運営の方針 

事業の目的 事業者はサービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運

営に関する事項を定め、事業者の使用する者（以下、「従業者」と

いいます。）である介護福祉士及び介護職員初任者研修修了者（以

下「介護職員」といいます。）が、要介護状態にある高齢者に対し、

適正なサービスを提供することで、その能力に応じた自立した生活

を地域で営めるよう援助することを目的とします。 
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運営の方針 利用者の要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように利用者の立場に立って援助を行います。 

また、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族

の身体的･精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世

話および機能訓練等の援助､その他必要な介助を行うことにより、

心身機能の回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指します。 

事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所

在する市区町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、

保健医療サービス、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

（３）営業日及び営業時間 

営業日 土曜日・日曜日・１２月３０日から１月３日を除く  

営業時間 ８:３０～１７:３０ 

サービス提供時間 

８:３０～１７:３０（５ｈ～８ｈ） 

サービス内容、ご契約者様の状況、送迎等によりご家族等、介護支 

援相談員等と相談のうえサービス時間及び時間数を変更すること 

があります。 

 

（４）事業所の職員体制 

従業者の職種 職務内容 勤務体制 

管理者 従業者及び業務の管理を一元的に行います。 1名 

生活相談員 

利用者及びその家族の必要な相談に応じるとと

もに適切なサービスが提供されるよう、各々の

利用者に応じたサービス計画の作成、事業所の

サービスの調整、指定居宅介護支援事業者、そ

の他の機関との連携において必要な役割を果た

します。 

1名以上 

介護職員 

サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等

を的確に把握し、通所介護計画に基づいて、生

活機能の維持又は向上を目指し必要な日常生活

上の介護及び必要な業務を行います。 

4名以上 

看護職員 

サービス提供の前後及び提供中の健康チェック

等を行うことにより利用者の健康状態を的確に

把握するとともに、日常生活上の健康管理、介

護、その他必要な業務の提供を行います。 

1名以上 

機能訓練指導員 

利用者が、日常生活を営むのに必要な心身機能

の低下の防止及び維持回復を図るために 必要

な訓練を行います。 

1名以上 
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調理員 
利用者の昼食等を調理します。（ニューフロン

ティアサービス株式会社に委託） 
必要数 

運転手 利用者の送迎を行います。 必要数 

事務職員等 

事務職員等は、併設の特別養護老人ホーム事務

員が、通所介護従事者の補助的業務及び必要な

事務を行います。 

必要数 

 

（５）同事業所の設備の概要 

設備の種類 室数 設備の種類 室数 

食堂兼機能訓練室 1室 (144.71㎡) 相談室 1室 

浴室(中間浴槽･機械浴槽) 1室 事務室 1室 

静養室 1室 送迎車両 4台 

 

３．提供するサービス内容及び利用料 

(１) サービス内容 

通所介護計画の作成 

① 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した「居宅サービス計

画」に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、 

援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた「通所介護計画」

を作成します。 

② 「通所介護計画」の作成に当たっては、その内容について利用者 

又はその家族等に対して説明し、同意を得ます。 

③ 「通所介護計画」の内容について、利用者又はその家族等の同意 

を得たときは、「通所介護計画書」を交付します。 

④ それぞれの利用者について、「通所介護計画」に従ったサービス 

の実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。 
 

利用者居宅への送迎 

① 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間

の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車 

による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行う 

ことがあります。 

② 送迎時間はできるだけご希望に沿えるよう調整いたしますので

ご相談ください。 

健康状態の確認 

口腔ケア 

① 体温・血圧・脈拍等の測定、一般的な健康状態の観察など、ご利

用中の状態確認や、ご家族からのお申し出による確認を行います。 

② 食後の歯磨きやうがいの介助、必要に応じて看護師等が口腔内を

確認し、その状況をご家族等にお知らせして口腔機能の維持・改善

を図ります。 

生活相談・指導 
利用者が快適に事業所を利用できるよう支援するとともに、安定し

た日常生活が継続できるように相談やアドバイスを行います。 
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日常生活上 

の介護及び 

介助 

食事 

① 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、摂食・嚥下機能 

その他の利用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。 

② 粥・刻み食等の食事形態、介助器具などご希望がございましたら 

お申し出ください。 

○昼食 12:00～12:45 

入浴 

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、事前に健康観察を行 

い、入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪な 

どを行います。 

日常生活上 

の介護及び 

介助 

服薬介助 

① 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手

伝い、服薬の確認を行います。 

② お薬の内容が変更された場合はご連絡をお願いいたします。ま

た、お薬の内容がわかるもの(お薬手帳のコピー等)のご持参をお願

いいたします。 

排泄介助 
介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導や排泄の介助、おむつ 

交換を行います。 

移乗・ 

移動介助 

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を 

行います。 

更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。 

機能訓練 

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣などの日常生活動 

作を通じた訓練や個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、 

機能訓練指導員が個別の「機能訓練実施計画」を策定し、利用者又

はその家族等に説明・同意を得た上で「機能訓練実施計画書」を交

付し、これに基づきサービス提供を行います。 

レクリエーション 

及び創作活動等 

集団的に行うレクリエーションやＤＶＤ・ビデオ鑑賞、歌唱、体操 

など利用者の能力に応じて行います。また、利用者の選択に基づき、 

趣味･趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

 

（２）サービス利用にあたっての留意事項 

① 利用者又はその家族等は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。  

② 体調不良によるサービスの中止・変更はその都度ご相談ください。 

③ 利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。 

④ 事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。 

 ⑤ 従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。  

⑥ サービス利用中の医療機関への通院・医師の往診は制度上認められていません。通院が 

必要な場合は、利用を中止していただくか、利用時間を短縮していただくことになり 

ますのでご了承ください。 

 

（３）通所介護従業者の禁止行為 

通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 



 

5 

 

① 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 

② 利用者又はその家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又はその家族等からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護 

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ その他利用者又はその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷 

惑行為 

 

（４）利用料 

 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、利用料は料金（料金表）の 1割、2割 

及び 3割です。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用料は全額自己負担 

となります。 

① 基本報酬【通常規模型】 

サービス 

提供時間 要介護度 単位数 
1 日あたりの 

ご利用料金 

自己負担額 

(1 割負担) 

自己負担額 

(2 割負担) 

自己負担額 

(3 割負担) 

5 時間 

以上 

6 時間 

未満 

要介護 1 570 単位 6,213円 622円 1,243円 1,864円 

要介護 2 673 単位 7,335円 734円 1,467円 2,201円 

要介護 3 777 単位 8,469円 847円 1,694円 2,541円 

要介護 4 880 単位 9,592円 960円 1,919円 2,878円 

要介護 5 984 単位 10,725円 1,073円 2,145円 3,218円 

6 時間 

以上 

7 時間 

未満 

要介護 1 584 単位 6,365円 637円 1,273円 1,910円 

要介護 2 689 単位 7,510円 751円 1,502円 2,253円 

要介護 3 796 単位 8,676円 868円 1,736円 2,603円 

要介護 4 901 単位 9,820円 982円 1,964円 2,946円 

要介護 5 1,008 単位 10,987円 1,099円 2,198円 3,297円 

7 時間 

以上 

8 時間 

未満 

要介護 1 658 単位 7,172円 718円 1,435円 2,152円 

要介護 2 777 単位 8,469円 847円 1,694円 2,541円 

要介護 3 900 単位 9,810円 981円 1,962円 2,943円 

要介護 4 1,023 単位 11,150円 1,115円 2,230円 3,345円 

要介護 5 1,148 単位 12,513円 1,252円 2,503円 3,754円 

※自己負担額＝単位数（加算含む）×10.90円（地域加算）の合計額の 10％～30％です。 

 

②その他加算及び減算【1日又は 1月】 

加算の種類 単位数 
1 日あたりの 

ご利用料金 

自己負担額 

(1割負担) 

自己負担額 

(2割負担) 

自己負担額 

(3割負担) 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位 610円 61円 122円 183円 

機能訓練指導員（理学療法士等）を 1名以上配置し、5人以下の小集団又は個別に機能訓練指導 

員（理学療法士等）が機能訓練を行います。また、利用者の居宅を訪問した上で「個別機能訓練 

計画」を作成し、その後 3月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、機能訓練の内容と 
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「個別機能訓練計画」の進捗状況を説明し、必要に応じて訓練内容の見直しを行う場合、1日に 

つき算定されます。 

入浴介助加算(Ⅰ) 40単位 436円 44円 88円 131円 

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行った場合、1日につき 

算定されます。 

中重度者ケア体制加算 45単位 490円 49円 98円 147円 

全体の利用者の中で一定割合、中重度(要介護 3～5)の利用者が指定通所介護を利用し、かつ、 

職員数の基準を満たした場合に 1回につき算定されます。 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 239円 24円 48円 72円 

介護職員のうち介護福祉士が 70％以上の場合に算定されます。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 総サービス費の 9.20%が加算されます。 

* サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画 

  及び通所介護計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとしますが、利用者 

の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合 

は、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数 

とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、「居宅サービス計画」の変 

更の援助を行うとともに「通所介護計画」の見直しを行ないます。 

* 介護職員等処遇改善加算とは…介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上 

等の取組みを行った場合に算定されます。また、同加算は区分支給限度額算定対象外です。 

* 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定 

期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止 

のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施する 

ための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の 99/100となります。 

*  業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続 

計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、 

上記金額の 99/100となります。 

* 利用者に対して送迎を行わない場合は、片道につき利用料が 512円（自己負担額 1割負担

の場合－約 52円）減額されます。 

* (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額を 

いったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領 

収書｣を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支給申 

請を行ってください。 

* 利用者の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス 

提供時間数が大幅に異なる（1～2時間程度の利用）場合は、当日の利用はキャンセル扱 

いとし、利用料はいただきません。 

 

（５）その他費用について  

①食費（昼食代） 1 食につき 700 円 

②口座振替手数料 1 回につき 91 円 
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③レクリエーション費用・行事費用  実費 

* 口座振替手数料内訳 … 口座振替手数料 90円，手数料消費税分 1円 

 

（６）キャンセル料 

 急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。 

 キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。 

【 連絡先 ： ０３－３７９４－５６６２ 】 

１．ご利用日の前日の営業時間８：３０～１７：３０ 

までにご連絡いただいた場合 
無料 

２．○ご利用日当日にご連絡いただいた場合 

  ○ご連絡がなかった場合 

700 円 

（昼食代） 

 

（７）支払方法 

 料金が発生する場合、利用料及びその他の費用の額は月ごとの合計金額により請求いた 

します。利用の翌月中旬までに前月分の請求書をお届け(もしくは郵送)いたしますので、 

利用翌月 27日(金融機関定休日の場合は翌営業日）に契約時にご記入いただいた口座振

替依頼書のご指定口座よりお引落させていただきます。 

 なお、お引落以外の方法を希望される場合は、契約時にお申し出ください。 

 

４．サービスの提供にあたって 

（１）サービスの利用申し込み 

 まずは、お電話等でお申し込みください。ご利用決定後、契約を締結いたします。 

  ※介護支援専門員に「居宅サービス計画」の作成を依頼している場合は、事前に当該介護 

支援専門員とご相談ください。 

 

（２）サービス利用契約の終了 

 ①自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約の終了となります。 

(1)利用者が介護保険施設に入所した場合 

(2)介護保険給付費でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と  

認定された場合（要介護⇔要支援の場合に限り、利用日等の内容を有効にしたまま、

契約条件を変更して再度契約することができます。） 

(3)利用者が死亡された場合 

 

② その他 

   利用者が、サービス利用料金の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、2

ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 14日以内に支払わない場

合、利用者やその家族などが当事業所や当事業所の従業者に対して本契約を継続し難い

ほどの背信行為を行った場合、又は、やむを得ない事情により事業所を閉鎖もしくは縮

小する場合は、30日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させ

ていただくことがございます。なお、この場合、契約終了後の予約は無効となります。 
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（３）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、 

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住 

所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

 

（４）利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画」に基づき、利用者 

及びその家族等の意向を踏まえて、指定通所介護の目標、当該目標を達成するための具体 

的なサービスの内容等を記載した「通所介護計画」を作成します。なお、作成した「通所 

介護計画」は、利用者又はその家族等に内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしま 

すので、ご確認いただくようお願いします。 

 

（５）サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行います。なお、「通所介護計画」は、 

利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

 

（６）通所介護従業者等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事 

業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行 

います。 

 

５．虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置 

を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定します。 

虐待防止に関する担当者  管理者・曽根 公爾 

 

（２）虐待の防止のための指針を整備します。 

 

（３）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に 

ついて、従業者に周知徹底を図ります。 

 

（４）従業員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。 

 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（現に擁護している家族・親族・同 

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

 

６．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ 

れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら 

れるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最 

小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様 

等についての記録を行います。また、事業者として、身体拘束をなくしていくための取り 

組みを積極的に行います。また、この記録は、２年間保存が義務づけられています。 
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【緊急やむを得ない理由とは…】 

①切迫性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険

が及ぶことが考えられる場合に限る。 

②非代替性 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限る。 

③一時性 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場

合は、直ちに身体拘束を解くこと。 

また事業者として、次に掲げるとおり必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、 

研修を実施する等の措置を講じます。 

（１）身体的拘束等の適正化に関する担当者を選定します。 

身体的拘束等の適正化に関する担当者   中村 憲明 

 

（２）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その 

結果について、従業者へ周知徹底を図ります。 

 

（３）身体的拘束等の適正化に関する指針を整備します。 

 

（４）従業員に対して、身体的拘束等の適正化を啓発・普及するための研修を定期的に実施 

します。 

   

７．衛生管理等について 

指定通所介護の用に供する施設、食器その他送迎車両を含む設備又は飲用に供する水等に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止に関する担当者を選定します。 

感染対策に関する担当者   澤口 航也 

 

（２）指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を 

講じます。 

 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所等の 

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

（４）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお 

むねひと月に１回程度 開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

 

（５）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

 

（６）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し 

ます。 

 

８．秘密の保持と個人情報の保護について 
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利用者及びその家族に関

する秘密の保持について 

 

① 事業者は、利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報 

の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事 

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守 

し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又 

はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、 

この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において 

も継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘 

密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後に 

おいても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容 

とします。 

個人情報の保護について 

 

 

 

 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担 

当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者 

の家族等の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サー 

ビス担当者会議等で利用者の家族等の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族等に関する個人情報が含まれる記 

録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な 

管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防 

止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内 

容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を 

求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範 

囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要 

な場合はご利用者の負担となります。) 

 

９．緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治 

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先に 

も連絡します。 

 

【 緊急連絡先 】 

氏   名 続 柄 住    所 電話番号 

①     

②     

③     
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【 医療機関 緊急連絡先 】 

医 療 機 関 名 診療科目 医師名 電話番号 

① 
    

② 
    

 

１０. 事故発生時の対応方法 

サービス提供時に事故が発生した場合は、市区町村、利用者のご家族等、利用者に係る 

居宅介護支援事業者等に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、所定の 

手続きを行い、速やかに賠償します。 

 

１１．心身の状況の把握 

サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通 

じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー 

ビスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１２．居宅介護支援事業者等との連携 

（１）指定通所介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サ 

ービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 

（２）サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」の 

写しを、利用者又はその家族等の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付しま 

す。 

 

（３）サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容 

を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１３．サービス提供の記録 

（１）指定通所介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス 

提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、 

その控えを利用者に交付します。 

 

（２）指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はその完 

結の日から 5年間保存します。 

 

（３）利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請 

求することができます。 

 

１４．非常災害対策 

 ・防災設備   … 消防法に適合した設備です。 
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 ・消防訓練   … 年 2回実施しています。 

 ・地域との協力 … 月光町会と協力体制をとっています。 

 

１５．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を 

策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

 

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を 

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

 

１６．ハラスメント対策の強化 

 適切な通所介護サービスを提供するために、職場において行われる性的な言動又は優越的 

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、通所介 

護従業者等の就業環境が侵さることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ 

ます。 

 

１７．サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

・提供したサービスに係るご不明な点や疑問、苦情がございましたら、下記に記す【事 

業所窓口】の担当者までご相談ください。 

・苦情又は相談があった場合は、ご利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じご自

宅への訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行います。 

・管理者は事実関係の確認を行います。 

・事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任 

者に事実関係の確認等を慎重に行います。 

・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を検討します。 

・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うと共に、利用者への対応 

方法を含めた結果報告を速やかに行います。 

 

（２）苦情申立の窓口 
 
 
 
 

 

【事業所窓口】 
 
 

 

＊清徳会ケアセンター 

担  当： 管 理 者 曽根公爾 

      生活相談員 曽根公爾・中村憲明 

所 在 地： 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 

電話番号： ０３－３７９４－５６６２ 

Ｆ Ａ Ｘ： ０３－３７９４－０８６８ 

受付時間： ８:３０～１７:３０ 

 

 

【都道府県窓口】 

＊東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 

所 在 地： 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

電話番号： ０３－５３２０－４５９７ 

受付時間： ９:００～１６:３０(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、土曜日、日曜日、祝日除く) 
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【市区町村窓口】 

    (目黒区) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊目黒区役所介護保険課介護保険管理係 

所 在 地： 東京都目黒区上目黒２－１９－１５ 

電話番号： ０３－５７２２－９５７４ 

受付時間： ８:３０～１７:００(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、土曜日、日曜日、祝日除く) 

＊目黒区地域包括支援センター 

受付時間： ８:３０～１９:００(月～金) 

８:３０～１７:００(土曜日) 

(12月 29日～1月 3日、日曜日、祝日除く) 

○北部包括支援センター 

電話番号： ０３－５４２８－６８９１ 

○東部包括支援センター 

電話番号： ０３－５７２４－８０３０ 

○中央包括支援センター 

電話番号： ０３－５７２４－８０６６ 

○南部包括支援センター 

電話番号： ０３－５７２４－８０３３ 

○西部包括支援センター 

電話番号： ０３－５７０１－７２４４ 

※お住いの地域の地域包括支援センターへご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市区町村窓口】 

   (世田谷区) 

 

＊世田谷区高齢者サービス窓口 

受付時間： ８:３０～１７:００(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、土曜日、日曜日、祝日除く) 

○世田谷総合支所 

電話番号： ０３－５４３２－１１１１ 

○北沢総合支所 

電話番号： ０３－５４７８－８０００  

○玉川総合支所 

電話番号： ０３－３７０２－１１３１ 

○砧総合支所 

電話番号： ０３－３４８２－１３２１ 

○烏山総合支所 

電話番号： ０３－３３２６－１２０２ 

※お住いの地域の高齢者サービス窓口へご相談ください 

＊あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) 

受付時間： ８:３０～１７:００(月～土) 

 (12月 29日～1月 3日、日曜日、祝日除く) 

※お住いの地域のあんしんすこやかセンター 

へご相談ください 

 

 

 

＊品川区役所福祉部高齢福祉課支援調整係  

所 在 地： 東京都品川区広町２－１－３６ 本庁舎３階 

電話番号： ０３－５７４２－６７２８ 
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【市区町村窓口】 

(品川区・大田区) 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間： ８:３０～１７:１５(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、土曜日、日曜日、祝日除く) 

＊品川区在宅介護支援センター 

受付時間： ９:００～１９:００(月～土 但し 12月 29日 

～1月 3日、日曜日、祝日除く) 

※お住いの地域の在宅介護支援センターへご相談ください 

＊大田区役所高齢福祉課高齢者支援担当 

所 在 地： 東京都大田区蒲田５－１３－１４ 

電話番号： ０３－５７４４－１２５０ 

受付時間： ８:３０～１７:００(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、土曜日、日曜日、祝日除く) 

＊地域包括センター 

受付時間： ８:３０～１９:００(月～金) 

８:３０～１７:００(土曜日) 

(但し 12月 29日～1月 3日、日曜日、祝日除く) 

※お住いの地域の地域包括センターへご相談ください 

【公的団体の窓口】 

＊東京都国民健康保険団体連合会  

介護相談指導課介護相談窓口 

所 在 地： 東京都千代田区飯田橋３－５－１ 

東京区政会館１１階 

電話番号： ０３－６２３８－０１７７ 

受付時間： ９:００～１７:００(月～金 但し 12月 29日 

～1月 3日、祝日除く) 
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令和       年       月        日 

 

 

 

通所介護サービスの提供開始にあたり、上記内容について利用者（又は利用者の家族等）

に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項の説明をしました。 

 

【事  業  者】 

事 業 者 名： 社会福祉法人清徳会 清徳会ケアセンター 

住 所： 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 

代 表 者 名： 理事長  松井 比呂美         印      

説 明 者 氏 名：                                   印     

       

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護サービスについて重要事項の説明を

受けました。 

 

  【利  用  者】 

 

            住    所                            

 

           氏    名                                          印    

 

 

   【署名代行者】 

            私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました｡ 

      

         利用者と 

       の 関 係                            
 

        署名代行 

         の 理 由                            

              

住    所                             

 

             氏    名                                            印   

 



【事業所保管用】  

 

 

令和       年       月        日 

 

 

 

通所介護サービスの提供開始にあたり、上記内容について利用者（又は利用者の家族等）

に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項の説明をしました。 

 

【事  業  者】 

事 業 者 名： 社会福祉法人清徳会 清徳会ケアセンター 

住 所： 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 

代 表 者 名： 理事長  松井 比呂美         印      

説 明 者 氏 名：                                   印     

       

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護サービスについて重要事項の説明を

受けました。 

 

  【利  用  者】 

 

            住    所                            

 

           氏    名                                          印    

 

 

   【署名代行者】 

            私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました｡ 

      

         利用者と 

       の 関 係                            
 

        署名代行 

         の 理 由                            

              

住    所                             

 

             氏    名                                            印   

 


